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研究要旨 

平成 16（2004）年 7 月より市民による自動体外式除細動器（AED）の使用が認可された

のに伴い、市中で利用可能な AED（PAD）の設置が広がりをみせた。また時期を同じくし

て国際的な蘇生ガイドラインに基づいた心肺蘇生と AED を主とする一次救命処置（BLS）
の普及が始まり、市民による BLS 実施とくに AED の使用は救急隊到着後の処置開始と比べ

て社会復帰率の改善が報告されている。しかし心原性でかつ一般市民により心肺機能停止の

時点が目撃された院外心停止のうち、市民による心肺蘇生は 50％程度、AED の使用は 5％
前後にとどまるなど実施への障壁はいまだ高く、市民による AED 使用事例に対するメディ

カルコントロール体制下での検証も十分にはなされていない状況がある。また、BLS に続い

て医療機関等で行われる二次救命処置（ALS）については、国際的な蘇生ガイドラインにお

いて体外循環式心肺蘇生法（ECPR）、体温管理療法、緊急冠インターベンションなどが推奨

され、これらを集学的に網羅する心停止センターへの患者集約が推奨された。わが国では救

命救急センターがその役割を担ってきたが、わが国における各地域での普及は一律ではなく、

またその充足状況を測る指標もない状況にある。 
そこで本研究では、メディカルコントロール体制における市民による AED 使用事例の検

証に関する体制整備と内部情報の利用に関する検討、実際に入手した内部情報（心電図記録）

に基づく AED および BLS の実施状況に関する解析の試みを行うとともに、先行研究で把握

された市民による BLS 実施の阻害因子をふまえて講習会受講後に残る身体的接触への躊躇

を含めた心理的障壁に関する検討、事前に登録された救助者に向けた心停止発生通知システ

ムの効果検証、児童・生徒における心停止登録事業と乳児心肺蘇生法の遠隔オンライン教育

に関する研究を通じて、AED を含む BLS のさらなる普及に向けた提言を目指す。また ALS
に関しては ECPR 多施設登録データからの実地医療における適応状況の検証と教育プログ

ラムの構築に向けた検討を行うとともに、救命救急センターを中心とした ALS 実施体制の整

備状況について人口や搬送時間と手段をふまえた指標についても検討を進めた。 
AED の普及状況に係わる調査としては、先行の厚生労働科学研究に引き続いて全国での

AED の販売台数についての調査を継続している。わが国において令和 4 年 12 月現在で、こ

れまでの販売台数はおよそ 150 万台となり、うち市中に設置された PAD が 84％（約 128 万

台）を占めた。1 年ごとの新規販売台数では PAD について 9 万台余であった。なお、本調査

は年間や累計の AED の販売（出荷）台数の調査であり、設置台数とは異なる。設置台数の
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把握はわが国ではなされておらず、販売台数と機器の耐用期間からの推定により約 67.6 万台

と計算されるが、あくまで推計値であり実際の設置情報が反映されているものではない。

AED は薬事法に規定する高度管理医療機器及び特定保守管理医療機器に指定されているが、

廃棄や設置状況の把握に関してオンラインでの稼働状況の常時管理や廃棄状況の把握に少し

ずつ取り組みの成果がみられており、一層の進展が期待される。 
製造販売を行う一部の業者より提供を受けた AED の内部情報の解析から、市民救助者の

AED 使用状況についての把握を試みた研究では、心電図解析中及び電気ショック時において

も胸骨圧迫が継続されている事象があること、また AED の心電図解析の際に救助者の胸骨

圧迫により救助者の胸骨圧迫により誤判定が生じる事象が確認された。AED 内部情報の収集

と解析・検証を体系的に行える仕組みの構築を進展させ継続的に実施することにより、AED
の普及啓発ならびに AED 機器の改良の方向性の示唆につながるものと考えられる。 

BLS 実施の心理的障壁を考慮した教育プログラムに関する研究として、心肺蘇生講習会を

受講した市民における受講後に残る心理的障壁について質問票調査を行った。倒れた人が知

らない人の場合、倒れた人が身近な人と比べ、胸骨圧迫や AED の使用をためらうと回答し

た人の割合が多かったが、その割合は対象者（回答者）の性別によって異なっており、男性

は責任を問われる可能性を、女性は手技への不安を抱えていた。実施をためらう理由につい

て検討を深め、講習会において救命処置の実施を促すために考える機会をもつなどの内容の

見直し、社会への情報発信や社会・文化の醸成が必要である。先行研究より継続している事

前登録救助者への ICT を用いた心停止発生通知システムの効果の検証においては、モデル地

域においての運用を継続しており、救命事例には至っていないもののボランティア登録者の

増加についてイベント等での啓発や講習会のオンライン化による進展がみられているが、さ

らなる増加の加速とボランティアのアクティブ度を高めるための取り組みが必要となってい

る。小児・乳児における AED 使用事例および医療従事者への BLS の教育に関する検討では、

小中学生、高校生の心停止例登録事業として二次登録を開始し、登録症例 24 例のうち学校

での発生 12 例は全例にバイスタンダーCPR、AED があり神経学的予後は良好であった。24
例のうちフォローアップされていた症例は 8 例 33％であった。 

また二次救命処置（ALS）については、わが国における各地域の救急医療体制のなかで ALS
を適切に実施できる体制を効率的に整備していくための評価指標を見出すための調査とし

て、日本救急医学会診療の質評価指標に関する委員会との合同会議によるエキスパートオピ

ニオンに基づき、ストラクチャー、プロセス、アウトカムの各類型の指標案を策定した。1.
標準的な一次・二次救命処置、2.ECPR、3.経皮的冠動脈インターベンション（PCI）、4.体
温管理療法（TTM）、5.心拍再開後の post cardiac arrest syndrome（PCAS）に対する集中

治療、6.予後判定、7.リハビリテーション、8.臓器提供、9.プレホスピタル、10.他院からの

転送受入れの評価領域について、各類型の指標候補のそれぞれについて検討した。評価指標

を最終選定したのちには項目ごとに評価方法を定める必要がある。 
以上の研究結果より、市中における AED の設置台数と稼動状況の正確な把握、AED 使用

事例の検証における内部情報の活用のうえでの機器および教育プログラムの改善への提言、

心理的障壁をふまえた教育プログラムの改善、心停止発生通知システムの活用による AED
活用の行動促進と迅速化、児童生徒の院外心停止についての症例集積による把握と乳児心肺
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蘇生法の普及の促進、二次救命処置における ECPR 等の適応の最適化と教育の充実、救急医

療体制における実施体制整備への提言などを通じ、医療計画における救急医療体制のアウト

カム指標である心原性院外心停止の転帰をより一層改善させることができるものと考える。 

 

A．研究目的 

市民による自動体外式除細動器（automated 
external defibrillator; AED）の使用が平成 16
（2004）年 7 月に認可された 1) 後、公共施設等

への AED 設置（public access defibrillation; 
PAD）が急速に普及し、令和 3（2021）年 12 月

までの全国でのAEDの販売台数の累計はおよそ

141 万台となり、内、PAD がおよそ 119 万台と

約 84％を占めた 2)。また、時期を同じくして国

際的な蘇生ガイドラインに基づいた心肺蘇生と

AED を主とする一次救命処置（BLS）の普及が

始まり、様々な講習などにより広がりをみせてい

る。先行研究 3) によれば、市民による除細動は救

急隊による除細動に比べて社会復帰率の改善が

期待されている。 
一方、令和 4 年版救急・救助の現況 4) によれ

ば、心原性でかつ一般市民により心肺機能停止の

時点が目撃された 26,500 例（CA 群）中、一般

市民による心肺蘇生が行われたのは 15,225
（57.5％）であるが、AED の使用は 1,096 人

（4.1％）にとどまり、複数年続けて減少傾向に

あるなど心肺蘇生とAED使用についてはいまだ

障壁がある。また、BLS に続いて医療機関等で

行われる二次救命処置（ALS）については、国際

的な蘇生ガイドラインにおいて体外循環式心肺

蘇 生 法 （ extracorporeal cardiopulmonary 
resuscitation; ECPR）、体温管理療法、緊急冠イ

ンターベンションなどが推奨され、これらを集学

的に網羅する心停止センターへの患者集約が推

奨された。わが国では救命救急センターがその役

割を担ってきたが、全ての救命救急センターでこ

れらの治療が昼夜を問わずに実施できるかは明

らかでない。 

本研究ではメディカルコントロール体制にお

ける市民によるAED使用事例の検証に関する体

制整備と内部情報の利用に関する検討、実際に入

手した内部情報（心電図記録）に基づく AED お

よび BLS の実施状況に関する解析の試みを行う

とともに、先行研究で把握された市民による

BLS 実施を阻害する因子をふまえての教育プロ

グラムに関する検討、事前に登録された救助者に

向けた心停止発生通知システムの効果検証、小

児・乳児における AED 使用事例の解析と胸骨圧

迫の深度測定等によるトレーニングの改善を通

じて、AED を含む BLS のさらなる普及に向けた

提言を行う。また ALS に関しては ECPR 多施設

登録データからの実地医療における適応状況の

検証と教育プログラムの構築に向けた検討を行

うとともに、救命救急センターを中心とした

ALS 実施体制の整備状況について人口や搬送時

間と手段をふまえた指標についても検討を進め

る。これらの結果より、市民から医療機関までを

含めた救命の連携について提言をまとめる。 
 

A-1．AED の販売台数と設置台数の調査に関する

研究 

AED は市民による救護活動において欠かすこ

とができない機器となっており、国内で AED が

何台販売され、何台設置されているかについての

データは我が国の救急医療体制の基本データと

して重要なものである。本研究は、AED の販売

台数の実数と設置台数を明らかにすることを目

的とした。 
 

A-2．市民救助者が使用した AED 内部情報（心

電図記録）の解析；AED 内部記録情報を通じ
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た市民救助者の AED 取り扱い状況 

AED の普及が進んでいるなかで、市民による

AED 使用の件数を対象とした研究報告は少なく

ないが、適切な心肺蘇生を行えているか、AED
を適切に使用できているかなど、救急蘇生現場に

おける市民救助者の行動の実態を対象とした質

的な課題に関わる体系的な研究は見当たらない。 
本分担研究では、市民救助者が院外心停止に対

する心肺蘇生処置において使用したAEDの内部

記録情報を解析することで、市民の AED 取り扱

い状況を明らかにし、AED の普及啓発ならびに

AED の改良に資する新たな情報を提供すること

を目的とした。 
 

A-3．BLS 実施の心理的障壁を考慮した教育プロ

グラムに関する研究 

救命の連鎖に向けた地域社会での取り組みに

あたり、市民救助者の救命意欲を高め行動を促す

教育プログラムに向けた研究の一環として、心肺

蘇生講習会を受講した市民を対象に、倒れた人と

の関係性および性別ごとに救命行動の実施をた

めらう程度を明らかにすることを目的とした。 
 

A-4．事前登録救助者への ICT を用いた心停止発

生通知システムの効果の検証に関する研究 

市民救助者によるAEDの使用状況の向上にむ

けては、地域の救急システムや救助の意思をもつ

ものが心停止の発生を知ること、速やかに周辺の

公共AEDを入手して現場に届けることが課題と

なる。これを解決するために、事前に登録された

心停止現場付近にいるボランティアのスマート

フォンアプリへ心停止の発生情報と周辺の公共

AED の情報を伝達することで速やかに AED を

現場に届ける心停止発生通知システムの実証実

験を通じてAEDの使用促進に繋げるための課題

について検討するとともに、システムへのボラン

ティアの反応状況をシステム上で自動的に抽出

するシステムの可能性を検証することを目的と

した。 

 
A-5．小児・乳児における AED 使用事例および

医療従事者への BLS の教育に関する検討 

AED は学校現場においても急速に設置が進み、

現在でほぼ全ての学校に設置されている。学校現

場での心停止発生は多くはないものの目撃者が

いることが多く、訓練されたバイスタンダーの存

在と学校内のAED設置により救命率は他の公共

施設での発生に比して高いが、教員に対する講習

や AED の管理・運用等課題も山積している。 
これらの年代におけるAED使用事例の個々の

検討から得られるフィードバックと登録症例の

全体像から言える改善の両面が必要であること

から、院外心停止の事例登録に関して二次的な詳

細に関する登録システムの構築から、院外心原性

心停止の病因の解明、学校心電図検診の精度の向

上 、致死性の不整脈性疾患の臨床像の解明, 予
測法, 治療法の確立につなげることを目的とし

た。 
 

A-6．二次救命処置の実施状況の調査と評価指標

の検討について 

わが国の救命救急センターにおける一次・二次

救命処置の実施状況を調査することを前提に、そ

の質の評価指標を策定する。 
 
 

B．研究方法 

B-1．AED の販売台数と設置台数の調査に関する

研究 

AED の製造販売業者に対して以下の項目に関

するデータの提供を依頼し、得られたデータを取

りまとめた。 
（調査項目） 
① 本邦の AED 製造販売業者数 
② 年間（2022 年１月～12 月）の AED の 販売

（出荷）台数（実績ベース）、その医療機関、

消防機関、およびそれ以外の AED（以後
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「PAD」（public access defibrillator)とす

る）別、都道府県別の販売台数 
③ AED の耐用期間（PAD に限る） 

わが国で販売されている AED 本体（2022
年中に販売されていたもの）を対象とした。 
なお AED 本体の耐用期間は、製造販売業者

が使用環境、単位時間内の稼働時間や使用回

数などを考慮し、適切な環境、用途で使用さ

れた場合の耐久性に係るデータから設定さ

れている。 
④ 廃棄登録台数（PAD に限る） 

これまでに廃棄登録された台数（更新を迎え

た AED などを同じ製造販売会社が新しい

AED で置き換えた場合や、AED の管理者か

ら廃棄したと報告があったもの等） 
 

B-2．市民救助者が使用した AED 内部情報（心

電図記録）の解析；AED 内部記録情報を通じ

た市民救助者の AED 取り扱い状況 

AED の製造販売を行う一部の業者より、2004
年から 2020 年までの間に病院外で使用された

AED の内部情報についてデータの提供を受け、

製造業者が同一の 1,100 事例を分析対象とした。

内部情報解析ソフトを用いて心電図記録、胸部イ

ンピーダンス波形、イベントログ等のデータを抽

出し、心電図、胸部インピーダンス波形およびイ

ベントログを点検し、心電図解析中および心電図

解析後の電気ショックあるいは内部放電までの

期間（この期間の経過を「事象」と呼称する）に

おいて身体接触（胸骨圧迫を含む）があったと疑

われる事象を抽出した。共同研究者の全員が参加

する評価会議にて各研究者の個別評価を持ち寄

り、胸骨圧迫および傷病者の身体接触の有無を判

断した。 
 

B-3．BLS 実施の心理的障壁を考慮した教育プロ

グラムに関する研究 

心肺蘇生講習会に参加した 18 歳以上の市民を

対象として、講質問紙を用いた横断研究を行った。

医療の国家資格を有するものは除外し、講習会の

時間、指導内容、実施形態（対面、オンライン）

は問わないものとした。 
調査項目は、①基本項目（講習会前のみ：年齢、

性別、医療資格所有の有無、心肺蘇生実施の経験、

過去の心肺蘇生講習会受講歴の有無、回数、時期）、

②倒れている人の性別および関係性（身近な人／

知らない人）のパターンごとにおける、救命処置

実施への意欲とためらう理由、③倒れている人の

性別および関係性（身近な人／知らない人）のパ

ターンごとにおける、救命処置行動別実施へのた

めらいの程度、④自分自身が倒れた際に AED を

使用されることへの抵抗の有無とした。 
期間は 2022 年 12 月～2023 年 3 月とし、この

期間に研究協力団体の講習会の前後に会場で質

問紙を配布、またはオンラインでの調査フォーム

により前後それぞれの回答を収集し、講習会前後

での変化を含め検討した。 
 

B-4．事前登録救助者への ICT を用いた心停止発

生通知システムの効果の検証に関する研究 

検討を行う「心停止発生通知システム」は 119
番通報を受信した通信指令員が心停止を疑った

際に、事前に登録された救命ボランティアのうち、

心停止現場から 1km 圏内にいる者に対して、心

停止の発生情報と周辺の公共AEDの情報を伝達

することで速やかにAEDを現場に届けることを

目指すシステムである。管理端末が通信指令台と

連携、またはシステム起動により心停止発生情報

の送信が行われ、専用のスマートフォンアプリに

おいて心停止発生情報の受信が行われ、心停止発

生情報を受信すると通知を表示するとともに、心

停止現場の位置、その時刻に使用可能な公共

AED、自分の現在位置、現在位置から心停止現

場までの経路がスマートフォンの画面上の地図

へ表示されるものであり、愛知県尾張旭市（人

口：83,904 人、面積：21.03km2）、千葉県柏市

（人口：430,032 人、面積：114.74km2）におい

て継続的に実証実験を進めている。 
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システムの利用状況に関する調査として、各地

域での登録ボランティア数とともに、システム起

動対象となる適応症例数、ボランティアのシステ

ムへの反応状況、心停止現場での情報についての

調査した。 
令和 5 年 1 月以降は登録ボランティア用アプ

リを救助活動後のアンケートをより簡便にして

精緻なデータを取得できるように改修し、令和 5
年 1 月から 3 月までに尾張旭市で発信された 7
件の起動事例について GPS 情報とアンケートの

連携による活動状況の把握につき検討した。 
また今年度、シンガポールで AED 運搬システ

ムと同様の仕組みを運用している、国立シンガポ

ール大学 Marcus Ong 教授との意見交換を実施

し、同システムの効果的な運用について検討した。 
 

B-5．小児・乳児における AED 使用事例および

医療従事者への BLS の教育に関する検討 

児童生徒の院外心原性心停止登録研究におい

ては全国の日本小児循環器学会小児循環器専門

医修練施設・修練施設群内修練施設を対象にして、

WEB登録システムによりアンケート調査を行っ

た。 
対象期間は 2017 年 1 月 1 日から 2021 年 12

月 31 日、調査内容は①基本情報（都道府県、性

別、年齢、学年）、②イベント情報（年月、時間、

場所（学校内の場所）、発症状況（運動との関連））、

③発症状況（目撃者の有無、心肺蘇生者、AED
使用の有無、使用者、発症から AED 使用までの

時間、AED 使用回数）、④予後（自己心拍再開の

有無、時期、生命予後（１ヶ月生存）、２次予防

の治療、１ヶ月時の神経学的予後）、⑤疾患情報

（最終診断名、診断方法、既往歴、家族歴、前兆、

学校心臓検診での異常の指摘の有無、学校での管

理区分、過去の学校心電図の検討の有無、内容）

である。 
 

B-6．二次救命処置の実施状況の調査と評価指標

の検討について 

日本救急医学会診療の質評価指標に関する委

員会との合同会議によるエキスパートオピニオ

ンに基づき、米国の Cardiac arrest center の要

件を参考に、Donabedian の 3 原則が示すストラ

クチャー、プロセス、アウトカムの各類型の指標

案を策定した。 
 

C．研究結果 

C-1．AED の販売台数と設置台数の調査に関する

研究 

2004 年 7 月から 2022 年 12 月までに、わが国

において 1,514,003 台の AED が販売され、市中

に設置された PAD が 84.3％（1,277,024 台）を

占めた。2022 年の AED の新規販売台数のうち

PAD は 91,503 台であった。 
AED の製造販売業者数については 2022 年 1

月現在 7 社であり、同年中に新たな業者の参入は

なかった。2021 年 3 月時点において各社より販

売されている AED の耐用期間は 6〜10.5 年で、

平均 7.8 年（単純平均）、最頻値 8 年であった。 
各製造販売業者が把握している PAD の廃棄台

数のこれまでの累計は 307,525 台で、この一年

の新規の廃棄台数の登録は 35,587 台と前年の

60,308 台から大きく減少した。この廃棄台数を、

上記の PAD の累計販売台数から差し引くと

969,499 台となり、登録上はこの台数の PAD が

市中に設置されていることになる。一方で、過去

に販売された AED のうち、2014 年以前の販売

である 675,505 台は耐用期間を過ぎてすべて廃

棄されているはずであるとすると、廃棄された

AED が把握されている割合（捕捉率）は 59.6%
と算出される。 
また販売されて破棄されるまでの平均期間を

７年とし、2014 年までに販売された AED がす

べて廃棄され、2015～21 年の 7 年間に販売され

た耐用年数内のものがすべて設置されていると
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仮定すると、設置台数はおよそ 67.6 万台と推定

できる。 
 

C-2．市民救助者が使用した AED 内部情報（心

電図記録）の解析；AED 内部記録情報を通じ

た市民救助者の AED 取り扱い状況 

対象事例のうち、AED の動作テストや心電図

の記録ない事例を除外し、1,008 事例（5,373 事

象）を解析対象とした。 
1）AED のアナウンスに対する救助者の行動 

心電図解析が適正に完了した事象は全体の

65％（3,497/5,373）であった。解析が適正に完

了しなかった事象のうち、身体接触（胸骨圧迫を

含む）により解析が延長したものが 29.4％
（1,584/5,373）と多かった。5.4%（292/5,373）
では身体接触（胸骨圧迫を含む）、電極パッド外

れ、電源切断等によって解析が完了しなかった。 
AED が電気ショック適応と判定した 1,104 事

象のうち、電気ショックが施行されなかったもの

は 216 事象（19.6%；216/1,104）あり、うち 43.5%
（94/216）では救助者が胸骨圧迫を継続、15.7%
（34/216）では電極パッド外れや電源切断が確認

され、これらの多くは記録の最後で確認された。

電気ショックが施行された 888 事象のうち、そ

の 0.2%（2/888）では救助者が胸骨圧迫を継続し

ていた。 
2）AED による解析機能 

心電図波形記録を著者らが目視して電気ショ

ック適応と判断した 1,010 事象のうち、1 事象

（0.1%）では AED が電気ショック非適応と判定

していた。この事象では解析中に救助者が胸骨圧

迫を行っていた。 
心電図波形記録を著者らが目視して電気ショ

ック非適応と判断した 4,071 事象のうち、2.3%
（95/4,071）では AED が電気ショック適応と判

定（誤判定）していた。誤判定の要因について、

92.6%（88/95）では胸骨圧迫や身体接触等によ

るものと判断され、3.2%（3/95）は充電中に心

電図波形が変化したものであったが、4 事象では

いずれも認めず理由が不明であった。 
3）心電図解析を経時的に繰り返した場合の変化 

心電図解析が適正に行われた（胸骨圧迫が中断

され、身体接触がなかった）割合は、解析が経時

的に繰り返され回数を重ねた際に低下する傾向

を認めた。また、電気ショック適応と判定されて

その通りに電気ショックが行われた割合も同様

の傾向が認められた。 
 

C-3．BLS 実施の心理的障壁を考慮した教育プロ

グラムに関する研究 

講習会前後で回答が一致できた 555 人を解析

対象とした。対象者（回答者）の性別および倒れ

た人との関係性や性別にかかわらず、講習会後に

おいて救命処置を行うとの回答は増加した。ただ

し倒れた人が知らない人の場合には、身近な人の

場合と比べて救命処置を行わないと回答した人

が多かった。 
救命処置の実施をためらう理由については、講

習会前は対象者（回答者）の性別や倒れた人との

関係性、性別にかかわらず「手技への不安」との

理由が一番多かったが、講習会後には、倒れた人

との関係性や性別にかかわらず男性で「救命処置

の結果に対して責任を問われるかもしれない」を

選択したものが一番多くなり、女性では変わらず

「救命処置の手技に自信がない」が多かった。 
救命処置の行動別に実施へのためらいの程度

を調べた項目では、いずれの救命処置においても

講習会後に処置を「ためらわない」「あまりため

らわない」回答が増加したが、胸骨圧迫や AED
の使用における「ためらう」「ややためらう」と

の回答割合では性差がみられた。男性の対象者

（回答者）において、倒れた人が知らない女性の

場合の「ためらう」「ややためらう」割合（23.5%
と 27.4%）は、倒れた人が知らない男性の場合

（7.8%と 10.4%）に対して多かった。女性の対

象者（回答者）においては、倒れた人が知らない

女性の場合（ともに 19%）、倒れた人が知らない

男性の場合（19.7%と 19.9%）で差はなかった。 
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自分自身が心停止になった場合を想定して、

AED を使われることへの抵抗感の有無を訪ねた

ところ、性別にかかわらず講習会後に抵抗がない

という回答が増えた。女性よりも男性で抵抗がな

いと答えた人の割合が多かった。 
 

C-4．事前登録救助者への ICT を用いた心停止発

生通知システムの効果の検証に関する研究 

尾張旭市では、令和 4 年 4 月から令和 5 年 3
月までに、39 件システムの起動があり、30 件で

ボランティアが行動した。救急車よりも早くボラ

ンティアが現場に到着した事例やAEDが活用さ

れた事例はなかった。ボランティア数は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により消防職員のみ

を対象としていた時期があったが、令和 4 年度内

に一般市民も対象に含む運用に戻された。ボラン

ティア数については前年度からのボランティア

講習会のオンライン化により 414 名に増加した。 
柏市においては令和 4 年度も前年度までと同

様にシステムが運用され、各所における積極的な

ボランティアの募集施策によりボランティア数

は 2,153 名となった。令和 4 年 4 月から令和 5
年 3 月までに 65 件 AED 運搬システムの起動が

あり、33 件で登録ボランティアが実際に行動に

移した。登録ボランティアが救急車よりも早く到

着した事例はなかったが、4 件で現場に登録ボラ

ンティアが到着していた。 
また、令和 5 年度に奈良市での AED 運搬シス

テムの新規導入が決まり、準備が進められている。 
尾張旭市における心停止通知事例についての

管理システム上の GPS データ、アンケート結果

との組み合わせによる活動状況の把握について

は、対象の 7 事例でアプリ上での回答が得られた

5 名中、GPS 情報から移動経路の把握が得られ

たものは 1 名は市外から参加で、AED 設置情報

がなく AED 取得状況の把握には課題を残した。 
 
 

C-5．小児・乳児における AED 使用事例および

医療従事者への BLS の教育に関する検討 

児童生徒の院外心原性心停止登録では 24 例が

登録され、年齢中央値 11 歳、男児 78%。目撃あ

る心停止が 96%、その全例でバイスタンダー

CPR が施行され、バイスタンダーAED が 84％
に施行、神経学的予後良好例が 75％であった。

学校での発生が 12 例 50％であり、いずれも目撃

ある心停止であり、バイスタンダーCPR と AED
が施行され、神経学的予後は良好であった。24
例のうちフォローアップされていた症例は 8 例

33％であり、肥大型心筋症、左室心筋緻密化障

害、先天性心疾患であった。新規診断例の内訳は

QT 延長症候群、カテコラミン誘発性多形性心室

頻拍、冠動脈奇形、肥大型心筋症、特発性心室細

動であった。 
 

C-6．二次救命処置の実施状況の調査と評価指

標の検討について 

前年度に本分担研究班で検討したVersion 0を

基に、10 領域（1.『質の高い』標準的な一次・

二次救命処置、2.ECPR、3. 経皮的冠動脈インタ

ーベンション（PCI）、4.体温管理療法（TTM）、

5.心拍再開後の PCAS に対する集中治療、6.予
後判定、7.リハビリテーション、8.臓器提供、9.
プレホスピタル、10．他院からの転送受入れ）

について検討し、13 のストラクチャー指標、7
つのプロセス指標、6 つのアウトカム指標を設定

した。 
また評点を設定することを想定し、例えば「必

要かつ不可欠な項目」が実施されている場合をゼ

ロ点とし、それができていない場合には減点を設

定するという項目と、「実施していることが望ま

しい」項目が実施されていなければゼロとし、実

施されている場合には加点する項目の類型化を

試みた。 
 

D．考察 

D-1．AED の販売台数と設置台数の調査に関する
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研究 

PAD の年間の販売台数について 2021 年は過

去最大を記録したが、2022 年は前年比 13%減少

した。本調査で示した年間販売台数は、AED の

製造販売業者各社からの一次情報に基づいたも

のであるが、実際に日本各所に置かれている

AED の設置台数について直接集計した統計はわ

が国には存在しない。本調査では、累計販売台数

と廃棄登録台数の差からみた推測と、耐用年数か

らみた推測を行ったが、現実の設置台数と一致す

るものではない。PAD としての AED 設置台数の

把握にはリアルタイムでの正確な情報が必要で

あるが、現在、複数の製造販売業者において通信

機器の内蔵された AED の販売が進み、オンライ

ンでAED稼働状況を常時管理する仕組みの構築

が進展することで、全国における PAD の設置状

況の把握が可能になるかもしれない。 
本研究では繰り返し指摘しているように、

AED は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及

び安全性の確保等に関する法律」に規定する高度

管理医療機器及び特定保守管理医療機器に指定

されており、製造販売業者は厚生労働省より

「AED の設置者の全体の把握に努め、円滑な情

報提供が可能となるよう設置者の情報を適切に

管理する」ことを求められているため AED の廃

棄状況について正確な数の把握が期待されてい

るが、廃棄状況の捕捉割合は近年り増加後この一

年は低下しており、AED 使用時のバッテリー切

れ事例も報道もなされた 5) が、一方で、製造販

売業者の共同事業により AED の廃棄を一括、集

約することで廃棄状況の確実な捕捉・把握が可能

となる取り組みも進められており、今後の進展が

期待される。 
 

D-2．市民救助者が使用した AED 内部情報（心

電図記録）の解析；AED 内部記録情報を通じ

た市民救助者の AED 取り扱い状況 

救助者の行動が原因となってAEDによる心電

図解析が適正に行われなかったり、AED が電気

ショック適応と判定しても電気ショックが未施

行となった事例が認められたほか、救助者の行動

が原因となって電気ショック適応と判定（誤判

定）されたり、電気ショックを施行時に救助者が

傷病者に触れる事案も確認された。これらの要因

となる救助者のAEDの音声メッセージ等の認識、

実際の操作については、AED 使用時の救助者の

音声情報を得ることができると検証に有用にな

ると考えられる。 
心電図波形記録を研究者らが目視して電気シ

ョック非適応と判断したうち、救助者の行動や波

形変化などの要因のない 4 事象でAED が電気シ

ョック適応と判定（誤判定）しており、この場合

は解析アルゴリズムに要因があることが推定さ

れる。 
AED が電気ショック適応と判定しても電気シ

ョックが未施行となった事例のうち、電極パッド

外れ、電源切断があったものでは記録の最後の部

分にそれで認められたことは、救急隊や医療チー

ムが到着した際に、引き継ぐためにそうした操作

が行われたことが推察された。救急隊や医療チー

ムへの迅速な引き継ぎは重要であるものの、心電

図解析中や電気ショック適応の判定があった段

階ではそのまま電気ショックを実施するよう指

示するべきであることも示唆された。 
解析中に救助者による胸骨圧迫等の行動が電

気ショック適応・非適応の判定に影響を与えるこ

とが確認されたほか、解析の中断に至った事例も

みられていた。AED の波形解析プログラムの開

発段階でのサンプルとしてベッドサイドとは環

境が異なる病院外で記録された心電図データが

利用されることで、解析の完遂や精度の向上が見

込まれると考えられた。 
AED 内部情報の事後検証体制の確立と事例の

集積、研究者によるデータ入手により、市民への

普及啓発の方法やAEDの改良について提言でき

る継続的な仕組みづくりが望まれる。 
 

D-3．BLS 実施の心理的障壁を考慮した教育プロ
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グラムに関する研究 

救命行動を行わない理由については、倒れた人

との関係性によらず、男性では責任を問われる可

能性があること、女性では手技への不安を挙げて

いるものがそれぞれ一番多く、救命行動を行わな

い理由の違いが回答者の性別により異なってい

た。講習会では、善意で人を助ける救命行動では

法的責任が問われることはないことが知識とし

て提供されているものの、それでは不安が払しょ

くされていなことが示唆され、他者の善意の行動

や、救助者に対する保護についての社会理解、文

化の醸成が必要と考えられる。 
救命処置にためらいを感じる人の割合につい

ては、対象者（回答者）と倒れた人との関係性や

性別で違いがあることが明らかになった。胸骨圧

迫や AED の使用について男性（回答者）は、倒

れた人が知らない女性の場合、倒れた人が男性の

場合と比べて、これらの救命行動の実施をためら

うと選択した人の割合が多いことが特徴的であ

った。女性が CPR を実施されにくい原因として

は、女性の胸に触れたり、露出したりすることへ

の社会規範や心疾患に対する認識の低さなどが

考えらえてきたが、前述したように男性で責任を

問われる可能性が救命行動を行わない理由に多

く挙げられていることから、胸骨圧迫や AED の

非実施についてもこれが当てはまることが推測

され、講習会において行動の実施と非実施につい

て、自分ごととして具体的に考えてもらう機会の

有用性が示唆された。 
自分自身がAEDを使われることに対しては対

象者（回答者）の性別関係なく抵抗があり、女性

でその割合が高かったが、同じく自分が AED を

使われる側になることを考える機会をもつこと

も有用と思われた。今後に、実際の心停止データ

を用いて救助者の性別と心停止患者との性別の

関係性を検討することも予定しているが、実際の

心停止現場における救命行動実施を左右する多

数の要因のひとつとして、教育や社会の認識を変

えていくことでの解決に向けて検討の継続が望

まれる。 
 

D-4．事前登録救助者への ICT を用いた心停止発

生通知システムの効果の検証に関する研究 

尾張旭市、柏市においてシステム運用を継続し

ているものの救命事例にはまだ至っていない要

因として、登録ボランティア数の不足、登録ボラ

ンティアのアクティブ度の二点が考えられ、登録

ボランティア数をさらに増やし、アクティブ度を

高めることが求められる。 
本システムと同様のシステムを運用している

シンガポールにおける取り組みを参考に、登録ボ

ランティア数の不足に対しては講習会時のプロ

グラムにおけるアプリ登録の組み入れ、アクティ

ブ度の持続については登録ボランティアの活躍

に対する表彰や交流イベント等が施策として有

用と考えられた。 
管理システム上のアンケート回答と GPS 情報

を組み合わせたボランティアの活動の把握につ

いては、条件がそろえば GPS 情報からの移動経

路等の把握は可能であるものの、行政地域を越え

た状況ではAEDの設置情報がなかったことから、

実際の活用にあたっての課題になると考えられ

た。 
 

D-5．小児・乳児における AED 使用事例および

医療従事者への BLS の教育に関する検討 

院外心停止登録において心停止発生時にフォ

ローされていなかった例 16 例のうち、安静時心

電図での診断が困難な例は 8 例、50％を占めた。

発生時運動中もしくは直後であったのは７例で

あった。 
 

D-6．二次救命処置の実施状況の調査と評価指

標の検討について 

指標を用いた評価に際しては、評価項目ごとに

評点を含む評価方法を決める必要がある。定性評

価にとどめるのか、評点を設定するかなどについ

ては多くの議論のあるところである。また、評点
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に際し各項目の点数の和を以て総合力とするか

否かについて今後の課題のひとつである。 
 

E．結論 

AED の普及状況に係わる調査としては、先行

の厚生労働科学研究に引き続いて全国での AED
の販売台数についての調査を継続している。わが

国において令和 4 年 12 月現在で、これまでの販

売台数はおよそ 150 万台となり、うち市中に設

置された PAD が 84％（約 128 万台）を占めた。

1 年ごとの新規販売台数では PAD について 9 万

台余であった。オンラインでの稼働状況の常時管

理や廃棄状況の把握に少しずつ取り組みの成果

がみられており、一層の進展が期待される。 
製造販売を行う一部の業者より提供を受けた

AED の内部情報の解析から、市民救助者の AED
使用状況についての把握を試みた研究では、心電

図解析中及び電気ショック時においても胸骨圧

迫が継続されている事象があること、また AED
の心電図解析の際に救助者の胸骨圧迫により救

助者の胸骨圧迫により誤判定が生じる事象が確

認された。AED 内部情報の収集と解析・検証を

体系的に行える仕組みの構築を進展させ継続的

に実施することにより、AED の普及啓発ならび

にAED機器の改良の方向性の示唆につながるも

のと考えられる。 
BLS 実施の心理的障壁を考慮した教育プログ

ラムに関する研究として、心肺蘇生講習会を受講

した市民における受講後に残る心理的障壁につ

いて質問票調査を行った。倒れた人が知らない人

の場合、倒れた人が身近な人と比べ、胸骨圧迫や

AED の使用をためらうと回答した人の割合が多

かったが、その割合は対象者（回答者）の性別に

よって異なっており、男性は責任を問われる可能

性を、女性は手技への不安を抱えていた。実施を

ためらう理由について検討を深め、講習会におい

て救命処置の実施を促すために考える機会をも

つなどの内容の見直し、社会への情報発信や社

会・文化の醸成が必要である。 
事前登録救助者への ICT を用いた心停止発生

通知システムの効果の検証においては、モデル地

域においての運用を継続しており、救命事例には

至っていないもののボランティア登録者の増加

についてイベント等での啓発や講習会のオンラ

イン化による進展がみられているが、さらなる増

加の加速とボランティアのアクティブ度を高め

るための取り組みが必要となっている。またボラ

ンティアの活動状況の把握に向けて、登録者の入

力情報と GPS 情報を組み合わせた手法の検証を

進める必要がある。 
小児・乳児における AED 使用事例および医療

従事者への BLS の教育に関する検討では、小中

学生、高校生の心停止例登録事業として二次登録

を開始し、登録症例 24 例のうち学校での発生 12
例は全例にバイスタンダーCPR、AED があり神

経学的予後は良好であった。24 例のうちフォロ

ーアップされていた症例は 8 例 33％であった。

高リスク群を完全に把握することは困難である

が、発生状況、場所、現場での対応を含めた詳細

な解析によって救命率の一層の向上が期待でき

る。 
わが国における各地域の救急医療体制のなか

で ALS を適切に実施できる体制を効率的に整備

していくための評価指標を見出すための調査と

して、日本救急医学会診療の質評価指標に関する

委員会との合同会議によるエキスパートオピニ

オンに基づき、米国の Cardiac arrest center の
要件を参考に、Donabedian の 3 原則が示すスト

ラクチャー、プロセス、アウトカムの各類型の指

標案を策定した。1.標準的な一次・二次救命処置、

2.ECPR、3.経皮的冠動脈インターベンション

（PCI）、4.体温管理療法（TTM）、5.心拍再開後

の PCAS に対する集中治療、6.予後判定、7.リハ

ビリテーション、8.臓器提供、9.プレホスピタル、

10.他院からの転送受入れの評価領域について、

各類型の指標候補のそれぞれについて検討した。

評価指標を最終選定したのちには項目ごとに評
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価方法を定める必要がある。 
 

F．健康危険情報 

特になし 
 

G．知的財産の出願・登録状況 

1．特許取得 

なし 

2．実用新案登録 

なし 

3．その他 

なし 
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